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１ 背景 

障害者雇用率の算定において、短時間で働く精神障害者

１人を１ポイントとしてカウントすることができる特例措

置（以下「特例措置」という。）が、平成30年４月から導

入されている。この制度が令和５年３月までの暫定措置で

あることから、その後の取扱いを検討するために短時間で

働く精神障害者雇用状況等について明らかにすることが求

められている。 

なお、特例措置の適用対象は、雇入れ後に精神障害者保

健福祉手帳（以下「手帳」という。）を取得した場合には、

取得から３年以内、雇入れ前から手帳を所持している場合

には雇入れから３年以内であって、週の所定労働時間が20

時間以上30時間未満の者となっている。 

 

２ 目的 

本研究は、特例措置が適用されている短時間労働者を中

心に精神障害者の雇用状況等を明らかにすることを目的と

して、①障害者雇用状況調査の２次分析、②特例措置適用

事業所とその事業所に短時間で働く精神障害者を対象とす

るアンケート調査、③アンケート調査の回答者から協力を

得た対象者へのヒアリング調査、④アンケート調査の回答

者から協力を得た対象者へのパネル調査を実施する計画で

ある。 

本稿においては、精神障害者本人を対象としたアンケー

ト調査の集計結果から基本属性及び短時間就労における満

足度について報告する。 

 

３ 方法 

(1) 調査概要 

 平成30年障害者雇用状況調査の特例措置適用事業主

（4,453社）に調査票を郵送し、事業主から令和元年９月

１日現在、特例措置適用対象となっている精神障害者に調

査票を配布するよう求め、本人から直接回答を得た。 

(2) 調査項目 

 調査項目は、①基本情報（９項目）、②これまでの働き

方（10項目）、③現在の働き方（17項目）、④働く上での

配慮事項（７項目）、⑤働き方についての意見（３項目）

となっている。 

(3) 対象 

今回のアンケート調査では対象を特例措置適用者として

いたが、入社時期、手帳の取得時期と労働時間により特例

措置の適用状況を判断した結果、返信された868件のうち、

適用が確認できた調査票は362件となっている。残り506件

のうち、障害の確認が取れない12件と適用状況が判断でき

ない43件を除いた451件が特例措置の非適用者となってい

る。本稿においては、特例措置が適用されていると判断し

た362件を対象としている。 

 

４ 結果 

(1) 基本的な属性 

ア 年齢 

 年齢は、10代から60代まで広く生産年齢全体に渡ってお

り、40代が120人（33.2％）と最も多くなっている（図１

参照）。 

 

図１ 年齢 

イ 障害状況 

主な障害の状況は、図２のとおりで、統合失調症が

37.6％、気分障害（うつ病・そううつ病）が24.9％、発達

障害が23.8％、てんかんが4.4％、高次脳機能障害が3.0％

となっている。また、重複障害があると回答している実人

数は95人いる。 

図２ 主な障害種類 

ウ 職種 

職種は、厚生労働省の職業分類（大分類）に従って区分

している。管理職を除く、10職種について回答があった。

運搬・清掃・包装等が41.4％と最も多く、事務24.6％、生
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産工程12.7％、サービス8.6％と続き、この４つの職種で

全体の87％以上を占めている（図３参照）。 

 

図３ 職種 

 

(2) 今後の働き方について 

ア 就業継続について 

就業継続については、「今の職場で働き続けたい」が

60.5％、「続けるのは難しい」が7.5％となっている一方

で、「今のところわからない」が26.8％となっている（図

４参照）。 

図４ 就業継続について 

 

イ フルタイムへの移行について 

 「フルタイムに移行したい」が22.9％、「現状ではフル

タイムへの移行は難しい」が32.9％「短時間勤務をこのま

ま続けたい」24.9％となっており、回答が分散している

（表参照）。 

表 フルタイムへの移行についての考え 

 

 

５ 考察 

(1) 基本的な属性 

ア 年齢 

最年少が19歳、最年長が65歳で年齢的には幅広く分布し

ており、30歳代、40歳代の年齢層が顕著に多くなっている

のが特徴といえる。 

イ 障害状況 

気分障害、統合失調症、発達障害が全体の86％以上を占

めているものの、てんかん、高次脳機能障害、その他精神

疾患もあり、重複障害があると回答している者も95人おり、

精神障害者と一括りにできない障害・疾患の多様性が示さ

れていると考えられる。 

今後、「職場での配慮事項」や「働き方についての意見」

について分析を進める際に障害種別についても考慮が必要

なると判断される。 

ウ 職種 

運搬・清掃・包装等、事務、生産工程、サービスの４職

種が多いのは、他の調査における精神障害者の雇用状況に

おいても、同様の結果が出ており、特例措置が適用されて

いる者のみの特徴とは言い難いと判断される１）。 

(2) 今後の働き方について 

就業の継続については、現在働いている職場で働き続け

ることに対する回答であり、全体の４分の１程度が「今の

ところわからない」と回答している。また、フルタイムへ

の移行についても、回答が分かれた結果になっており、短

時間就労という就業条件や本人の働くことへの考え方など

様々な側面が影響していると考えられる。 

これらの設問については、理由の分析とも考えあわせる

必要があると思われる。 

 

６ おわりに 

 本稿においては、アンケート調査の集計結果から特例措

置適用者の基本的な属性と将来的な働き方に関する設問の

みを示した。 

 今後については、各設問間の関連について詳細な分析を

進めたうえで、その他に、特例措置適用者グループと非適

用者グループとの比較、回答者の３割程度を占めているＡ

型事業所と一般の事業所との比較を行い、特例措置適用者

の雇用状況について分析を進めていく予定である。 
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